
地域枠・臨時定員増について
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医学部定員

地域枠

8,280人
（昭和56～59年度） 7,625人

(平成15～19年度)

昭和57年
閣議決定

「医師については
全体として過剰を

招かないように配慮」

昭和48年
閣議決定

「無医大県解消構想」

平成

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

医学部定員 7625 7625 7625 7793 8486 8846 8923 8991 9041 9069 9134 9262 9420

地域枠 64 129 183 403 749 1141 1257 1309 1400 1427 1525 1617 1674

地域枠の割合 0.8% 1.7% 2.4% 5.2% 8.8% 12.9％ 14.1% 14.6% 15.5% 15.7% 16.7% 17.5% 17.8%

医学部入学定員と地域枠の年次推移

○ 平成20年度以降、医学部の入学定員を過去最大規模まで増員。
○ 医学部定員に占める地域枠*の数・割合も、増加してきている。

（平成19年度183人（2.4％）→平成29年1674人（17.8％））
地域枠*：地域医療に従事する医師を養成することを主たる目的とした学生を選抜する枠であり、奨学金の有無を問わない。

昭和

地域枠の人数については、文部科学省医学教育課調べ

（人） 9,420人
(平成29年度)

1,795人の増員
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OECD加盟国の人口1,000人当たり臨床医数 OECD Health Statistics 2016

注１ 「OECD単純平均」とは、各国の人口1,000人当たり医師数の合計を国数で除した値。
注２ 「OECD加重平均」とは、加盟国の全医師数を加盟国の全人口（各国における医師数掲載年と同一年の人口）で除した数に1,000を乗じた値。
注３ *の国は2015年のデータ、**の国は2013年のデータ、***の国は2007年のデータ、それ以外は2014年のデータ。
注４ オーストラリア、フィンランド、アイルランド、イギリス、カナダは推計値。

(人)

出典：OECD Health Statistics 2016

2.2 
2.3 
2.3 
2.4 

2.5 
2.6 

2.8 
2.8 
2.8 
2.9 
2.9 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

3.1 
3.2 
3.3 
3.3 
3.3 

3.5 
3.5 

3.7 
3.7 

3.8 
3.8 

3.9 
4.1 
4.1 
4.1 

4.4 
5.1 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

メキシコ

*韓国

ポーランド

日本

カナダ

**アメリカ

スロベニア

*イギリス

*アイルランド

OECD加重平均

*ルクセンブルク

ベルギー

***スロバキア

**フィンランド

*ニュージーランド

*フランス

ラトビア

OECD単純平均

エストニア

ハンガリー

オーストラリア

イスラエル

**デンマーク

**チェコ

*アイスランド

スペイン

イタリア

ドイツ

**スウェーデン

スイス

ノルウェー

*オーストリア

3



141.5 
150.6 

157.3 
164.2 

171.3 
176.5 

184.4 
191.4 

196.6 
201.5 

206.1 
211.7 

217.5 
224.5 

230.4 
237.8 

244.9 
251.7 

259.7
268.2

276.9
286.1

295.3
304.5

313.7
322.8

331.9

 0

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

- 5

 5

 15

 25

 35

 45

57596163 2  4  6  8 10121416182022242628303234363840424446

医師数（左軸）

人口10万人対医師数（右軸）

○ 現在の医学部定員数が維持された場合、平成37年（2025年）頃人口10万人対医師
数がOECD加重平均(290)に達する見込み（2016 OECD statistics）。

人口10万対医師数の年次推移（将来推計）

(万人) (人)

※ 2018年（平成30年）以降は、平成14年～平成24年の三師調査及び医籍登録データによる登録後年数別の生残率に基づき、全国医学部定員が
平成29年度と同程度を維持する等の仮定をおいて、平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査による医師数を発射台として将来の医師数を推計

※ 将来人口については、日本の将来推計人口（平成29年推計）(国立社会保障・人口問題研究所)

2016 OECD加重平均
（290）
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設定時点について ー 地域枠・地元出身者枠の増員等の要請について

 今後、医師の働き方改革に関する議論等を踏まえ、2022年度以降の医師養成数について検討を行う
予定であるが、これと整合的になるよう地域枠・地元出身者枠の設定を行うことが必要である。

 医師確保計画に基づき、2022年度以降の地域枠・地元出身者枠の増員等の要請を行う場合、2028
年度から政策効果が出始めることとなる。

 地域枠の義務年限を９年間とすると、義務年限期間中の地域枠医師が、2022年度以降の医師確保
計画に基づく地域枠・地元出身者枠設定後に入学した医師で満たされるのは、2036年度以降となる。

西暦 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

地域枠・地
元出身者枠
の要請

地域枠・地元枠
の増員等開始

政策効果開始2022年度以降の
医師養成数についての

方針を踏まえた
医師確保計画に基づく
地域枠・地元出身者枠
の増員等の方針決定・

要請開始（県）

2022年度以降の医師養
成数について検討(国)
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効果最大化

（年度）

医療従事者の需給に関する検討会
第23回 医師需給分科会（平成30年10月24日）資料・一部
改変



年度
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

(2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022)

総入学定員 7625 7793 8486 8846 8923 8991 9041 9069 9134 9262 9420 9419 9420

臨
時
定
員

平成31年度
【新成長戦略等】

1011人

恒
久
定
員

8409人

令和２年度以降の医師養成数について（イメージ）

※１ 【】内の閣議決定等に基づき、医学部入学定員の増員を行ってきた。1010人は平成30年度時点の臨時定員。
※２ 平成29年度から31年度までの追加増員については、各都道府県からの追加増員の要望に対しては、これが本当に必要な増員であるかどうかについて、

慎重に精査
※３ 中間取りまとめにおいては、「平成32年度以降の医師養成数については、今回の医師需給推計の結果や、これまでの医学部定員の暫定増の効果、今回

の見直しによる医師偏在対策の効果等について可能な限り早期に検証を行い、平成22年度から31年度までの暫定増の取扱いも含め、結論を得る」とされ
ていた。

地域枠等の枠組みによる
平成31年度までの臨時定員増※

○令和2年度、令和3年
度は、暫定的に現状の医
学部定員を概ね維持しつ
つ、トータルとして現状
程度の医学部定員を超え
ない範囲で、各都道府県
や大学等とその必要性を
踏まえ調整を行う。

○令和4年度以降につい
ては、医師の働き方改革
に関する検討会※の結論
等を踏まえ、再度検討を
行うこととし、マクロの
医師需給推計の前提とな
る医師偏在対策、勤務時
間の適正化等について、
再度、医師需給推計を
行った上で医師養成数の
方針等について見直す。

令
和
2
年
度
・
3
年
度

令
和
4
年
度
以
降

現行の臨時定員については
平成31年度で終了

6



〇 地域枠については、県内の特定の地域での診療義務があることから、各都道府県内における
二次医療圏間の地域偏在を調整する機能があるとともに、特定の診療科での診療義務がある
場合には、診療科間の偏在を調整する機能がある。また、臨時定員の増員等と組み合わせたも
のについては、都道府県間での偏在を調整する機能がある。

〇 地元出身者枠については、当該大学の所在地である都道府県内に、長期間にわたり８割程度
の定着が見込まれているが、特定の地域等での診療義務があるものではないため、直接的に
は都道府県内における二次医療圏間の偏在調整の機能はなく、むしろ、都道府県間の偏在を
調整する機能がある。

地域枠・地元出身者枠の考え方について

現状

7

〇 地域枠と地元出身者枠は、それぞれ機能が異なることから、地域医療対策協議会の協議を経
た上で、都道府県知事から大学に対して、地域枠又は地元出身者枠の創設又は増加を要請で
きる場合、その要請の内容については、地域枠と地元出身者枠について、別に整理する必要が
あるのではないか。

論点

医療従事者の需給に関する検討会
第23回 医師需給分科会（平成30年10月24日）資料



１．医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設【医療法】
医師少数区域等における一定期間の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が評価・認定す

る制度の創設や、当該認定を受けた医師を一定の病院の管理者として評価する仕組みの創設
２．都道府県における医師確保対策の実施体制の強化【医療法】

都道府県においてPDCAサイクルに基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」の策定、都道府県と

大学、医師会等が必ず連携すること等を目的とした「地域医療対策協議会」の機能強化、効果的な医師の配置調整等の
ための地域医療支援事務の見直し 等

３．医師養成過程を通じた医師確保対策の充実【医師法、医療法】
医師確保計画との整合性の確保の観点から医師養成過程を次のとおり見直し、各過程における医師確保対策を充実
・医学部：都道府県知事から大学に対する地域枠・地元出身入学者枠の設定・拡充の要請権限の創設
・臨床研修：臨床研修病院の指定、研修医の募集定員の設定権限の国から都道府県への移譲
・専門研修：国から日本専門医機構等に対し、必要な研修機会を確保するよう要請する権限の創設

都道府県の意見を聴いた上で、国から日本専門医機構等に対し、地域医療の観点から必要な措置の実施
を意見する仕組みの創設 等

４．地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応【医療法】
外来医療機能の偏在・不足等の情報を可視化するため、二次医療圏を基本とする区域ごとに外来医療関係者による協

議の場を設け、夜間救急体制の連携構築など地域における外来医療機関間の機能分化・連携の方針と併せて協議・公表
する仕組みの創設

５．その他【医療法等】
・地域医療構想の達成を図るための、医療機関の開設や増床に係る都道府県知事の権限の追加
・健康保険法等について所要の規定の整備 等

医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法律第79号）の概要

地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関
する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずる。

改正の趣旨

2019年４月１日。（ただし、２のうち地域医療対策協議会及び地域医療支援事務に係る事項、３のうち専門研修に係る事項並びに
５の事項は公布日、１の事項及び３のうち臨床研修に係る事項は2020年４月１日から施行。）

施行期日

改正の概要
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都道府県の要請権限について（イメージ）

医師が少数の県 医師が少数の県以外

医師が少数の
二次医療圏の
ある県

○地域枠の設置・増員の
要請

○地元出身者枠の設置・
増員の要請

○地域枠（臨時定員）の
設置・増員の要請

○地域枠の設置・増員の
要請

×地元出身者枠の設置・
増員の要請

×地域枠（臨時定員）の
設置・増員の要請

医師が少数の
二次医療圏の
ない県

該当なし ×地域枠の設置・増員の
要請

×地元出身者枠の設置・
増員の要請

×地域枠（臨時定員）の
設置・増員の要請
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医療従事者の需給に関する検討会
第27回 医師需給分科会（平成31年１月30日）資料 一部改
変



地域枠選抜 入学 一般枠等と共通で選抜
・別枠方式 ・手挙げ方式

入学後等に地域
枠の希望を募る

入学

貸与実績/募集数=5085/5376 （平成20～30年度
通算）

貸与実績/募集数=2478/3580 （平成20～30年度通算）

卒後９年後の推定離脱率16％
（年間離脱率1.19%、通算離脱者数152
「人）

一般枠選抜
（例） （例）

更に更に 卒後９年後の推定離脱率6％
（年間離脱率0.39%、通算離脱者数100
人）

〇 臨時定員関連の地域枠についても、別枠方式の場合、募集数の９５％に奨学金貸与実績
があるのに対し、手挙げ方式だと６９％しか貸与実績がない。

〇 離脱の状況についても、別枠方式の場合、９４％が義務履行すると推定されるのに対し、
手挙げ方式だと８４％しか義務履行されないと推定される。

調査の結果（臨時定員関係）
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臨時定員関係 募集数 貸与実績 貸与実績％ 離脱者数 人年 離脱率（人年%）
義務年限終了
までの推定義
務履行率％

別枠方式（先行型） 3,012 2,912 97% 56 15,048 0.37% 95%

別枠方式（区別型） 2,364 2,173 92% 44 10,487 0.42% 94%

別枠方式（合計） 5,376 5,085 95% 100 25,535 0.39% 94%

手挙げ方式（事前型） 891 667 75% 46 3,226 1.43% 81%

手挙げ方式（事後型） 2,689 1,811 67% 106 9,523 1.11% 85%

手挙げ方式（合計） 3,580 2,478 69% 152 12,749 1.19% 84%

確保率９５%
（未充足５％）

確保率６９%
（未充足３１％）
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※

※自治医科大学については３名、栃木県の地域枠設置を要件とした臨時定員あり。

うち地域枠募集人員
（H30臨時定員）

（12人）

（8人）

（27人）

（28人）

（28人）

（29人）

（15人）
（45人）
（36人）

（10人）
（18人）

（18人）

（15人）
（4人）

（12人）

（29人）

（9人）

（7人）

（5人）
（5人）

（11人）

（5人）

（9人）

（5人）

（8人）
（22人）

（10人）
（12人）

（10人）

（20人）
（15人）

（25人）

（15人）

（5人）

（7人）

（10人）

（10人）

（20人）

（10人）

（5人）

（5人）

（2人）

（10人）

（20人）

（10人）

（2人）

（13人）
（10人）

（25人）

（12人）

（9人）

（16人）

（15人）
（15人）

（12人）

（14人）

（15人）

（15人）
（5人）

（8人）

（19人）

（10人）
（10人）

（10人）

（15人）

（12人）

（903人）

※
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うち地域枠募集人員
（H30臨時定員）


